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夏季の省エネルギー対策について（依頼） 

 

 本県の環境行政の推進につきましては、平素から格別の御協力をいただき厚くお礼

申し上げます。 

 さて、県では、地球温暖化防止の取組を更に促進するため、「ぶちエコやまぐち」

を合言葉に、ＣＯ２削減県民運動に取り組んでいます。 

特に夏季はエネルギーの需要が増大することから、新型コロナウイルス感染症の感

染予防・拡大防止対策や熱中症予防対策を考慮しつつ、貴会員に別添リーフレットの

省エネルギーの取組実施を呼び掛けてくださるようお願いします。 

 

 

（参考） 

「夏季の省エネルギーの取組について」（令和３年５月２８日、省エネルギー・

省資源対策推進会議省庁連絡会議決定） 

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地球温暖化対策班 

担 当：黄波戸 

ＴＥＬ：０８３－９３３－２６９０ 

ＦＡＸ：０８３－９３３－３０４９ 

E-mail：a15500@pref.yamaguchi.lg.jp 


